
 

東郷町マイクロチップ装着推進事業補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、町民の飼養する犬及び猫にマイクロチップの装着を推進する

ことにより、所有者の責任を明確にするとともに災害等により逸走した犬及び猫

の所有者の早期特定を目的とし、マイクロチップを装着する者に対し、予算の範

囲内において東郷町マイクロチップ装着推進事業補助金（以下「補助金」という

。）を交付することに関し、東郷町補助金等交付規則（昭和５６年東郷町規則第

２号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象動物） 

第２条 補助金の交付対象となる動物（以下「補助対象動物」という。）は、次条

に規定する者が町内で飼養する犬（狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）

第５条に規定する当該年度の予防注射（猶予を含む。）を受けたものに限る。）

及び猫とする。ただし、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１

０５号。以下「法」という。）第１０条第１項に規定する第一種動物取扱業を営

む者が営利を目的として飼養しているものを除く。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者は、交付申請時において次の各号のいずれにも

該当するものとする。 

 ⑴ 町内に居住し、かつ、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）により本

町の住民基本台帳に記録されている１８歳以上の個人又は町内に事務所若しく

は事業所を有する団体 

 ⑵ 次条で定める補助対象期間内において補助対象動物に動物病院等でマイクロ

チップを装着し、その装着費用を支払ったもの 

 ⑶ マイクロチップ装着後、次条で定める補助対象期間内において法第３９条の

１０に規定する指定登録機関（以下「指定登録機関」という。）への登録が完

了しているもの 

 ⑷ 徴収金（東郷町税条例（昭和３８年東郷町条例第１０号）第２条第２号に規

定する徴収金をいう。）を滞納していないもの 

 ⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号



 

）第２条第６号に規定する暴力団員でない者又は同条第２号に規定する暴力

団と密接な関係を有するものでないもの 

 （補助対象期間） 

第４条 補助の対象期間は、毎年４月１日から翌年３月１５日までとし、対象とな

る犬及び猫の数は、一世帯又は一団体につき２匹までとする。 

 （補助対象経費） 

第５条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、マイクロ

チップの装着に要する費用（指定登録機関への登録料は除く。）とする。 

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は、マイクロチップを装着した補助対象動物１匹につき、補助

対象経費の２分の１とし、２，５００円を限度とする。 

２ 前項の補助金の額に１００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるも

のとする。 

 （交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、マイク

ロチップを装着した日から起算して９０日以内又は補助対象年度の３月１５日の

いずれか早い日までに、東郷町マイクロチップ装着推進事業補助金交付申請書兼

実績報告書（様式第１。以下「交付申請書」という。）に次に掲げる書類を添付

して町長に提出しなければならない。 

 ⑴ 装着費用の領収書の写し 

 ⑵ 指定登録機関が発行する登録証明書の写し 

 ⑶ その他町長が必要と認める書類 

 （交付額の確定） 

第８条 町長は前条の交付申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し

、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付額を確定し、東郷町マ

イクロチップ装着推進事業補助金交付決定及び額の確定通知書（様式第２。以下

「交付決定通知書」という。）により、補助金を交付すべきではないと認めたと

きは、東郷町マイクロチップ装着推進事業補助金不交付決定通知書（様式第３）

により申請者に通知するものとする。 



 

 （補助金の請求） 

第９条 前条の規定による交付決定通知書を受けた者（以下「補助金交付決定者」

という。）は、通知があった日から３０日以内又は補助対象年度の３月３１日の

いずれか早い日までに東郷町マイクロチップ装着推進事業補助金交付請求書（様

式第４。以下「交付請求書」という。）を町長に提出しなければならない。 

２ 補助金交付決定者が交付請求書を前項に規定する期日までに提出しなかったと

きは、補助金を受ける権利は自動的に失効するものとする。 

 （補助金交付の取消し） 

第１０条 町長は、交付申請書の内容に疑義が生じた場合は、動物病院又は申請者

等に対して、確認調査をすることができる。 

２ 町長は、補助金交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金

の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取

消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、取り消した額に相当

する金額の返還を命ずることができる。 

 ⑴ 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

 ⑵ この要綱及び関係法令の規定に違反していることが明らかになったとき。 

 ⑶ 住民、自治会又は企業等に不利益や迷惑を与える行為があるとき。 

 ⑷ 反社会的な活動又は公序良俗に反する行為があるとき。 

 ⑸ その他町長が補助の決定の取消しの必要を認めたとき。 

 （その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

   附 則 

１ この要綱は、令和４年６月１日から施行する。 

２ 令和４年度分の補助に係る第４条の規定の適用については、同項中「毎年４月

１日」とあるのは、「６月１日」とする。 

 

 

 

 



 

様式第１（第７条関係） 

  年  月  日  

 

 東郷町長 殿 

 

申請者 住  所                  

    氏  名  

    電話番号  

 

東郷町マイクロチップ装着推進事業補助金交付申請書兼実績報告書 

 

 東郷町マイクロチップ装着推進事業補助金交付要綱第７条の規定に基づき、次の

とおり補助金の交付を申請します。 

 

１ 補助金申請額 金      円 

 

２ 対象となる犬又は猫の情報 

動
物
情
報 

動物種 名 前 品 種 性別 

犬・猫   オス・メス 

マイクロチップ装着日      年   月    日 

マイクロチップ装着費用        円 

マイクロチップ番号                

 

３ 確認事項（同意する場合は□にレ点を記入） 

 □ 今回申請する動物は、申請者自身が飼養する動物であり、営利を目的とした

飼養でないことに相違ありません。 
 
 □ 装着に関して生じた問題については、申請者自身で解決し、町に対して一切

の損害賠償等の請求を行いません。 
 
 □ 補助金の交付申請に伴い、申請者に係る住民票及び町税等の納付状況につい

て、町担当職員が公簿等により確認することを承諾します。 

 

※添付書類 

  ⑴ 装着費用の領収書の写し 

  ⑵ 指定登録機関が発行する登録証明書の写し 

 



 

様式第２（第８条関係） 

第     号  

  年  月  日  

     

      様 

 

                     東郷町長             

 

東郷町マイクロチップ装着推進事業補助金交付決定及び額の確定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった東郷町マイクロチップ装着推進事業

補助金について、下記のとおりその額を決定しましたので通知します。 

 

記 

 

 補助金交付決定額  金     円 

           （個体識別番号：               ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第３（第８条関係） 

第     号  

  年  月  日  

     

      様 

 

                     東郷町長             

 

東郷町マイクロチップ装着推進事業補助金不交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった東郷町マイクロチップ装着推進事業

補助金について、下記の理由により交付しないものと決定しましたので、東郷町マ

イクロチップ装着推進事業補助金交付要綱第８条の規定により通知します。 

 

記 

 

 理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第４（第９条関係） 

  年  月  日 

東郷町長 殿 

請求者 住  所 

    氏  名 

    電  話 

 

東郷町マイクロチップ装着推進事業補助金交付請求書 

 東郷町マイクロチップ装着推進事業補助金交付要綱第９条の規定に基づき、下記

のとおり請求します。 

 

記 

 

金       円 

 

振 
込 

先 

金
融
機
関
名 

            銀行・農協 
 

            信用金庫・金庫 
 

     本店  

     支店  

     出張所 

口
座
番
号 

 普通 

    NO. 

 当座 

  

口
座
名
義
人 

フリガナ   

   

記入上の注意 

１ 金額の訂正はできません。書き損じた場合は新しい用紙に記入してください。 

２ 必ず、申請者本人名義の口座をご記入ください。 

３ 口座内容の確認できる書類（通帳見開きコピー等）を添付してください。 

 


